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大型車の車輪脱落事故防止に係る令和７年度緊急対策の実施について 

（再周知依頼） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策につきましては、通達「大型車の車輪脱落事故防止

に係る令和７年度緊急対策の実施について」（令和７年９月 30 日付け、国自貨第 347

号、国自安第 89 号、国自整第 130 号）により、関係者の皆様には周知をお願いして

いるところであり、ご理解・ご協力頂き、誠にありがとうございます。 

今般、気象庁より、１月 11 日（日）～12 日（月）にかけて、日本海側を中心に大

雪の見込み、西日本の平野部でも降雪との早期天候情報が発表されており、週末は天

気が荒れ模様となるおそれがあります。 

今後数日間は、これまで降雪がなかった地域においてスタッドレスタイヤに交換す

ることがあると思われます。 

つきましては、現在、「車輪脱落事故防止キャンペーン」として、大型車の車輪脱落

事故防止に向け積極的に取り組みがなされているところと存じますが、あらためて、

貴会傘下会員に対しまして、当該通達、特に別添の啓発チラシ「おとさない」に記載

されている事項につきまして、再周知をお願いいたします。 
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